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ｅラーニングを受講 財政課との事前相談 各種様式の作成・提出

ｅラーニングは２種類あります。

・都区財政調整制度について…必須

・特別交付金について…………任意

過去の申請状況等を確認する

ため、財政課の各部担当まで

ご連絡ください。

所定のLoGoフォームから、

申請書などの必要書類一式を

財政課宛にご提出ください。

-Tokko Lab-

応募締切：令和８年７月３１日（金）まで

「特交ラボ」 検索


